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■人口減少・少子高齢化による地域悪循環のイメージ

「生活利便性」の低下

生活関連サービス（小売・飲

食・娯楽・医療機関等）の縮小

人口減少・少子高齢化

就業機会（雇

用）の減少

税収減等による

行政サービスの低下

社会インフラの老朽化

地域公共交通の

撤退・縮小

空き家・空き店舗・空

き地・耕作放棄地の増

加

住民組織の担い手不足

（自治会、消防団、地

域の祭り等）

学校など拠点公共施設の統廃合

「地域の魅力」の低下

地域コミュニティの機能低下

さらなる人口減少・少子高齢化

□都市部と中山間地域では、それぞれ問

題の質やレベルが異なる。

□秦野市の場合、市域面積が広く都市

部・中山間地域をそれぞれ抱えている。

都市部：空き地等を活

用した都市の都市の再

編整備によるコンパク

トシティへの誘導

中山間地域：里地・里

山景観の保持、観光資

源としての活用

都市部：コンパクトシ

ティへの誘導による交

通路線の統合再編

中山間地域：コミュニ

ティバス等の展開、生

活物資の流通の確保

（コンビニ誘致・移動

販売手段の確保）

最低限の生活インフラの

維持、地域による負担格

差、道路維持管理を地元

へ委託

行政サービスの計画的縮

減、市民を主体とした行

政サービスの提供、行政

サービスの広域化

生活物資の流

通の確保（コ

ンビニ誘致・

移動販売手段

の確保）、医

療拠点施設の

確保、地域へ

の医師の派遣

公共施設の地域への移譲、

施設の複合・多機能化、

地域を考慮した適正な再

配置

企業誘致、地域

産業の創出

新たな市民活動

組織の創出・支

□人口減少は止められないが、計画的な行政サービス縮減の過程で好循環をつくり、あたたかく住みや

すい地域をつくる。

□無理をせず、影響の最も少ない施策の縮小・廃止⇒計画的・段階的な行政サービスの縮小・廃止

⇒「市民参加」による行政サービスの補完

□地域特性を生かした施策に注力⇒市民の地域アイデンティティの醸成⇒「市民参加」の促進

地域の「生活利便性」と「地域の魅力」の向上を図る
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（千円） 臨時財政対策債残高の推移
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～１５万都市へ縮小～
□地域間格差があるとはいえ、オールジャパンで人口減少・少子高齢化が進み、税収が減り、労働者も減ってい

く。

□サービス供給者たる生産年齢人口は縮減。平均寿命の延びもあり、サービス受給者たる高齢者は増え、行政

サービスの需要も増える。

□道路、下水道、公共施設などインフラは残り、老朽化により維持管理費は増える。

公共サービスの需要は増えるが、ヒト（職員数）は減る。カネ（税収）も減る。モノ（インフラ）は残る。

すでに限界まで効率的に業務を行っていると仮定すれば…

増税による公共サービスの維持

税収減に合わせた公共サービスの縮減

いずれかの選択となる。
ただし、現状の公共サービ

スを維持するために、臨時

財政対策債（２０年償還）

により、２０年先の税金を

使用している。

職員定員の最適化
増え続ける「公共サービス」と減り続ける「職員数」との均衡を図るため、「職員定員最適化計画」を策定

⇒税収や労働人口の減により、人財確保が困難。当面「ヒト」の数は維持し、公共サービスの見直しを図る。

業務の効率化
効率化の余地はまだある。時代の変化、テクノロジーの進歩により新たな手法も生じる。

⇒「行革推進プラン」・「行財政最適化支援」・「職員提案による事務改善」・「人財育成」などにより進める。

業務改善 職員の能力向上
Ｈ２８年度行政評価

「戦略的な人材育成」⇒行革プランへの位置付け・進行管理

業務の効率化を進めながら

人口減少・少子高齢化に合わせた

行政サービスを供給



□Ｈ２９年秦野市人口 □国予算

少子高齢化の進展により「世代間・世代内不均衡」が拡大。公共への不信感増大。税に対する納得感の希薄化が

進む

15～64歳人口 99,967人

65歳以上人口 45,792人

２
：１

子育て世代向け社会保障

高齢者向け社会保障

１
：３

子供のいない世代や、育児・保育を終え

た親世代の受益は、ほぼ皆無

中間層を受益者にすれば租税抵抗をやわらげられる。

医療、介護、教育、子育てなど人間の生活に必要な公共サービスを広く納税者に給付。共通のニーズを重視し、租税抵抗を緩和する。

従前は「インフラの整備による利便性の享受」により納税者にも恩恵があったが、現在は、ほぼ皆無
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（千円） 扶助費と投資的経費の推移

系列2 系列1

伸び続ける扶助費（社会保障関係経費） 平成２９年４月１日現在の年齢３区分構成（住民基本台帳人口）

年少人口 19,705人（12.1％） 17,854人（11.6％）

生産年齢人口 97,264人（59.9％）⇒平成４７年推計 84,888人（55.2％）

老年人口 45,356人（28.0％） 51,092人（33.2％）

【上地区】

年少人口 158人（ 7.4％）

生産年齢人口 1,141人（53.2％）

老年人口 846人（39.4％）

【南地区】

年少人口 4,792人（14.6％）

生産年齢人口 20,141人（61.5％）

老年人口 7,818人（23.9％）

その後、高齢化率は伸

びるが、高齢者の絶対

数は減っていく。



■「市民参加」「協働」のイメージ

業務の効率化を重ねつつ、人口減少・少子高齢化により減りゆく経営資源に合わせ

た無理のない事業・施策の縮小・廃止により、最適な行政サービスを提供すること

が必要

ただし、むやみ（無計画）な事業・施策の縮小・廃止は、地域活力を失わせる。

むやみな事業・施策の縮小・廃止は

地域活力を減退

計画的な事業・施策の縮小・廃止。秦野市の

地域特性を生かした事業・施策に集約・特化

企画

趣味夢

労働

住民が

やりたいこと

行政が

求めていること
住民が

できること

従来までの「協働」のイメージ

⇒官は指示、民は作業

今後は企画段階から市民参加の道をつく

り、真の「協働」へ昇華させる。

※ワークショップの活用など

⇒ともに考え、ともに行動する

～人口減少・少子高齢化の進展にあわせ

た行財政経営の構造改革～

社会構造の変化の進捗に合わせ「選択と

集中」、「縮小・廃止・集約・特化」を

段階的に実施

市民の納得感や地域への誇りを醸成する

ため、地域特性を生かした施策に集約・

特化を図る。

市民の納得感が得られるよう「情報

の共有」、「市民参加」を意識しなが

ら進める。

ワークショップ実施などによる「情報の共有」及び「企

画段階からの市民参加」の門戸を開く。

政策・施策の「選択と集中」～縮小・廃止・集約・特化～



□税の増分・減分の配分のイメージ

～1960年 1960年代 1970年代 1980年代 2000年代 将来

不
足

増
分

増
分 増分

不
足

税

収

税

収

税

収

税

収
税

収

最低限必要な生活水準

税

収

結・講・連・座／相互扶助

住民が助け合って

不足を補う

道路・公園や

福祉・教育の充足

行政サービスの拡大

「いたれりつくせり」

無駄な公共事業

住民参加で補助金の用途を決め、

行政が実行する

住民自らが実行する

必要が出てきた

シビルミニマムを

維持できない場合

どうするか

右肩上がり時代の「増分の配分」（満足化）から右肩下がりの「減分の配分」（最適化）の時代へ

増
分

増
分

既
配
分
・
既
得
権

増
分

右肩上がり

増分主義

満足化原則

【特色】

①増える分の配分を決定

②既配分・既得権の堆積

③規模拡大の硬直化

④満足化現象の強まり

⑤経営概念の欠如

○前年に比べてどれだけ増えたかで自分

の満足度を測る。

○満足度を測る基準が常に上にシフトす

る。

減分主義

減
分

減
分

既
配
分
・
既
得
権

減
分

右肩下がり

最適化原則

【特色】

①減らす分を決定⇒難題

②既配分・既得権への介入

③規模抑制の強まり

⇒シーリング方式等

④経営概念の重要性

限られた資源をいかに有効に活用する

か⇒経営概念に適した情報の形成

参加民主主義⇒「おまかせ民主主義」

○情報の共有と、企画段階からの市民参加

○集約・特化する施策に対する納得感



社会構造の転換に伴う行財政体質の転換

□右肩上がり時代

□国際化の時代

□産業国家時代

少子高齢化の進展

グローバル化の進展

□右肩下がり時代

□地球化の時代

□情報国家時代

【従来の経済社会の体質】

①縦型ネットワーク

②分業化

③画一構造

④増分主義

⑤満足化原則

⑥外生型（単に既得権間の利

害調整や国などの外部のニー

ズに合わせるもの）

⑦官民分離型

⑧財政主導型金融

【今後の経済社会の体質】

①横型ネットワーク

②統合化

③多様構造

④減分主義

⑤最適化原則

⑥内生型・創造型（自ら新し

い構造や付加価値を生み出す

力を形成するもの）

⑦官民連携型

⑧金融主導型財政

ガバナンスの構造転換

行財政体質

既存ガバナンス 新しいガバナンス

①利害調整型政策決定 ①創造型政策形成

②厚生経済アプローチ ②公共選択アプローチ

③情報の非対称性 ③情報の共有

④中央集権型構造 ④地方分権型構造

⑤債務・リスクに抱かれ
る財政

⑤債務・リスクをコント
ロールする財政

肥大化・画一化を進め、間

と民を明確に分ける体質⇒

「大きな政府」

財政情報を市民と共有し、

官民を明確に区分せず、融

合して公共サービスを担え

る仕組みの構築⇒「小さな

政府」

限られた資源（ヒト・モノ・カネ・サービス・インフォメーショ

ン）をいかに活用（最適化）するかの「経営」としての機能を発

揮させる。

右肩上がり時代のような将来の成長や所

得拡大をあてにしたリスクや問題の先送

りではなく、リスクや問題と向き合う行

財政の体質形成が必要



経済環境と長期計画の性格⇒予定どおり進むことを前提とする長期計画の性格も大きな見直しを迫られている

右肩上がり時代の画一社会

財政支出の長期的確保に向けた根拠

１人でも多くの利害関係者の満足を確保す

るため、右肩上がりを前提に、「あれもこ

れも」と計画に盛り込み、既得権の長期的

確保を図り、環境変化との乖離を軽視しや

すくなる。

構造転換期

評価による長期計画に対する

漸進的見直し

外部環境の変化は認識し、それに対応する

ための政策・制度の見直しを行う評価など

の取組みを行うものの、構造転換は漸進的

にしか進まず、政策のラグが深刻化しやす

い状況にある。

変動・リスク期

変動・リスクに対応するための

計画の設定・活用

コンティンジェンシー計画（リスク管理型

計画）の活用。行政が想定しづらい環境変

化の発生に対して「いかに対応するか」を

事前に立案することを目的とする。不完全

でも将来の変動要因を推測し、実際に受け

るリスクを軽減する。

景気の悪化、右肩上がり時代のような将

来の成長や所得拡大をあてにしたリスク

や問題の先送りではなく、リスクや問題

と向き合う行財政の体質形成が必要

【公共領域の整理】⇒サービスごとに公共で担うものかどうかの精査が必要

①行政が直接サービスを提供する領域

②行政が供給や質について、一定の責任を負いながら民間企業やＮＰＯ、地域などにサービス提

供を委ねる領域⇒業務委託など

③行政は供給には一定の責任を負うものの、その質、提供方法や事業経営はより積極的に民間に

委ねる民間化の領域⇒指定管理者制度など

④行政は関与せず、供給するか否かも含め、民間の判断に委ねる領域



はだの行革推進プラン

公共施設再配置計画 財源を確保

⇒財政支出の長期的確

保に向けた根拠

秦野市総合計画 総花的政策…一人で

も多くの利害関係者の

満足度を高める

【既得権の確保】

行財政運営上無理が生じてきており、構造転換期の長期計画へ転換する必要がある

行財政経営計画

行財政最適化推進プラン

公共施設再配置計画

○施策・事業の段階的縮小・廃止を進行管理

○施策の集約・特化を進行管理

行財政最適化支援

（旧・行政評価）

○より無理のない施策・事業の段階的縮小を支援

○より効果的な施策の集約・特化を支援

「行財政経営計画」により「施策の縮小・廃止」と「施策の集約・特化」をデザイン

施策の縮小・廃止は、①人口減少に対応するもの・②集約・特化する施策の財源・労働力を

充てるものとする。

集約・特化させる施策は、地域特性を生かした、住民の納得感を得られる施策とする。

他の施策も集約・特化させる施策に資するように事業の目的を変更し、小さなベクトルを集

め、より大きなベクトルとしていく。

官と民と地域がともに考え、ともに

行動することを基本として行動

行政だけで担える領域には限界があることを

認識した上で、積極的に既得権の見直しを進

めると同時にパートナーシップの展開などに

より、公共サービスでも民間企業や地域との

連携で担える仕組みを生み出すことが重要

経済・市場（民間領域）

地域・コミュニティ

政治・財政（公的領域）

相互に補完

官と民と地域の中間領域を重視し、

財政アウトソーシングを行う


